
認定特定非営利活動法人カタリバ

役 員 報 酬 規 程
(目 的)

第 1条 この規定は、認定特定非営利活動法人カタリバ 定款第 19条に基づき、

役員報酬について、基本事項を定める。

(報酬等)

第 2条 役員報酬は、その総数の3分の 1以下の範囲内で支払うことができる。
2 役員の報酬は、役員報酬一本とし、手当等他の給与は原則として支給しない。

ただし、使用人兼務役員については、従業員分の給与とあわせて支給することが

できる。

(決定方法)

第 3条 役員報酬の年総額は理事会で決定し、個別の月額報酬に関しては常務理事会で

これを定める。

(報酬の改定)

第 4条 役員の業績を評価して、報酬額の改定を行 うことができる。

2 前項の改定は、原則として毎年 1回 とする。

(就任又は退任の場合)

第 5条 新たに役員に就任 した場合、又は退任・解任等の場合の役員の月額報酬は、

日割計算等を行わず、 lヶ 月分を支給する。

(報酬等の支給日)

第 6条 役員の月額報酬の支払いは、毎月 25日 とする。

(控除等)

第 7条 役員の月額報酬から、源泉所得税、住民税、社会保険料並びに法人の立替金等を

控除する。

附則
この規定は、平成 22年 6月 16日 より施行する。

この規則は、平成 26年 3月 5日 から改正施行する。

この規則は、平成 30年 11月 25日 から改正施行する。



賃金規程【月給制】

(目 的と適用範囲)

第1条  1 この規程は、就業規則第29条に基づき、職員の賃金、賃金の改定に関する事項

を定める。

2 この規程は、就業規則第2条第1項に定める①正職員と②有期職員に適用する。

ただし、管理監督者に該当する職員には、時間外労働割増賃金と休日労働割増賃

金に関する規定を適用しない。

(賃金の構成)

第2条 賃金の構成は、次の通りとする。

① 基本給

② 職務手当

③ 住宅手当

④ 近隣住宅手当

⑤ 通勤手当

⑥ 時間外労働割増賃金

⑦ 休日労働割増賃金

③ 深夜労働割増賃金

(賃金の計算期間及び支払い日)

第3条  1 賃金は、毎月末日に締切り、翌月 25日 に支払う。ただし、支払い日が休日に当た

るときは、その前日に繰り上げて支払う。

2 計算期間の中途で採用され、又は退職した場合の賃金は、当該計算期間の所定

労働日数を基準に日割計算して支払う。なお、日割計算の対象は、基本給口職務

手当・近隣住宅手当とし、1円未満の端数は切り上げる。

(賃金の支払い)

第4条    賃金は、通貨で直接職員に対しその全額を支払う。ただし、職員が希望した場合は

その指定する金融機関の口座又は証券総合口座に振り込むことにより賃金を支払

うものとする。

(賃金控除)

第5条 次の各号に掲げるものは、前条にかかわらず賃金から控除するものとする。

① 源泉所得税

②l健康保険料及び厚生年金保険料の被保険者負担分

③l介護保険料の被保険者負担分

④l雇用保険料の被保険者負担分



(非常時払い)

第6条

(基本給)

第7条

(職務手当)

第8条  1

(住宅手当)

第9条  1

2

3

⑤ 住民税(特別徴収対象者のみ)

⑥l職員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの

団体は各号のいずれかに該当する場合は、第3条の規定にかかわらず、既往の

労働に対する賃金を支給する。

①l職員本人が死亡したとき

②l職員本人が退職し又は解雇されたとき

③ 職員本人又は配偶者の出産のための費用に当てるため請求があったとき

④ 災害及び負傷疾病等非常の場合の費用に当てるため請求があったとき

⑤ その他、団体がやむを得ないと認めたとき

基本給は月給制とし、本人の能力、経験、技能、年齢、職務内容、職務遂行能力

等を考慮して各人別に決定する。

職務手当は、その職務を遂行するうえで、所定労働時間を超えて労働しなければ

ならないことが想定される職員を対象に、時間外労働・休日労働口深夜労働の各割

増賃金の代わりとして、あらかじめ支給する。

職務手当は以下の計算式により、その支給額を決定する。

> 基本給÷lヶ月平均所定労働時間Xl.25× 時間外労働時間数

なお、時間外労働時間数は、個別の労働条件通知書により通知する。

職務手当は、実際に支給すべき深夜労働割増賃金額口休日労働割増賃金額・時間

外労働割増賃金額の順で相殺する。職務手当の額を超えた場合は、その差額を

割増賃金として支払うこととする。

以下の全ての条件に該当する職員に対し、住宅手当を支給する。

① 高円寺事務所もしくはb― :abで勤務する職員

② フルタイム(週 5日 、40時間、職務手当あり)で勤務する職員

③l 団体が指定する最寄駅より、電車で2駅圏内に居住する職員

住宅手当の金額については、月額71000円を上限として、個別に通知する。

労災認定を受け休業している職員、育児やその他団体が認めた時短勤務をしてい

る職員に対しては、全額を支給する。

月途中の入退職、入退去、休職、復職する職員に対しては、原則として、住宅手当

は支給しない。

産体、育休、休職、長期欠勤中の職員に対しては、住宅手当は支給しない。

住宅手当の支給を受ける職員に対しては、近隣住宅手当は支給しない。
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(近隣住宅手当)

第 10条 1 近隣住宅手当については、別途「近隣住宅手当規程」に定める。

(通動手当)

第 11条 1 通勤手当は、公共交通機関を利用して通動する者に対して、団体が合理的と認め

た経路の6ヶ月分の定期代を、6ヶ月で月割りした金額lヶ月分を支給する。

通勤にかかる実費が、前項の定めによる金額を下回る場合は、実費を支給する。

職員は、引越し等により通勤経路を変更する場合又は運賃改定に伴い定期券代

が変更になつた場合、即刻団体に届け出るものとする。

前項の場合、団体は前項の事情が生じた月の翌月からの分について、金額の変

更に基づく定期券代を支給する。

団体が車通勤を認めた場合は、前項までの定めにかかわらず、別途、通勤手当を

支給する。

(割増賃金)

第 12条 1 割増賃金の種類は、次の通りとする。

① 時間外労働割増賃金

②l 休日労働割増賃金

③ 深夜労働割増賃金

時間外労働割増賃金は、次の算式により計算して支給する。

① 所定労働時間を超えて法定労働時間まで労働した場合

>残業単価Xl.00X時間外労働時間数

② 法定労働時間を超えて労働した場合

>残業単価Xl.25X時間外労働時間数

③ 休日振普により1週間の労働時間が法定労働時間を上回つた場合

》 残業単価XO.25× 時間外労働時間数

休日労働割増賃金は、法定休日に労働した場合に、次の算式により計算して支給

する。

>残業単価Xl.35× 休日労働時間数

深夜労働割増賃金は、午後10時から午前5時までの間に労働した場合に、次の

算式により計算して支給する。

>残業単価XO.25× 深夜労働時間数

前項に定める残業単価は、次の算式により計算する。

》 基本給■lヶ月平均所定労働時間

割増賃金の計算にあたつては、1円未満の端数を切り上げる。

(休暇等の賃金)

第 13条 1 年次有給休暇・夏期休暇・慶弔休暇・特別休暇を取得した場合は、所定労働時間

労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。
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2 産前産後の体業期間、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育

児休業及び介護休業の期間、看護休暇・介護休暇、育児時間、生理日の休暇の

期間は、無給とする。

3 休職期間中は、原則として、賃金を支給しない。

4 就業制限期間中は、原則として、賃金を支給しない。

5 前4項にかかわらず、就業規則に別途定めのある場合には、就業規則に従うもの

とする。

6 休職、産前産後の休業などの長期休業、欠勤等により、その月に支給される賃金

を社会保険料の被保険者負担分が上回つた場合には、上回った金額について、職

員は団体が指定する日までに支払うものとする。

(不就労控除)

第 14条 1 遅刻、早退及び私用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に、遅刻、早

退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。

欠勤控除をするときは、1時間当たりの賃金額に、欠勤日数 X所定労働時間によ

り計算した時間数を乗じた額を差し引くものとする。ただし、欠動日数が11日 以上

の場合は第3条第2項に定める日割計算により計算する。

不就労控除の対象とする賃金は、基本給及び職務手当とする。

第1項及び第2項に定める1時間当たりの賃金額は、基本給と職務手当それぞれ

の金額を lヶ月の平均所定労働時間で割った額とする。

不就労控除の計算にあたつては、1円未満の端数を切り捨てる。

(賃金改定「昇給・降給」)

第 15条   賃金改定は、個人の能力・勤務状況や団体の業績、社会経済状況などにより、随

時行う。

(休業手当)

第 16条 団体の責に帰すべき事由が生じて休業した場合は、労働基準法第26条により、平

均賃金の6割を支給する。

(賞与)

第 17条 賞与は団体の業績に応じて支給することがある。なお、支給時期、支給額は、団体

の業績、個人の能力、勤務日数・成績・状況等を考慮して、その都度決定する。

附則

この規程は、平成 22年 02月 01日 より施行する。

この規程は、平成 25年 07月 01日 より改正施行する。

この規程は、平成 26年 12月 01日 より改正施行する。
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この規程は、平成 28年 04月 01日 より改正施行する。

この規程は、平成 30年 04月 01日 より改正施行する。



賃金規程【時給制】

(目 的と適用範囲)

第1条   この規程は、就業規則第29条に基づき、職員の賃金、賃金の改定に関する事項

を定める。

2 この規程は、就業規則第2条第1項に定める③パート職員に適用する。

(賃金の構成)

第2条   賃金の構成は、次の通りとする。

① 基本給

② 通勤手当

③ 時間外労働割増賃金

④ 休日労働割増賃金

⑤ 深夜労働割増賃金

(賃金の計算期間及び支払い日)

第3条   賃金は、毎月末日に締切り、翌月25日 に支払う。ただし、支払い日が休日に当た

るときは、その前日に繰り上げて支払う。

(賃金の支払い)

第4条   賃金は、通貨で直接職員に対しその全額を支払う。ただし、職員が希望した場合は

その指定する金融機関の回座又は証券総合口座に振り込むことにより賃金を支払

うものとする。

(賃金控除)

第5条 次の各号に掲げるものは、前条にかかわらず賃金から控除するものとする。

① 源泉所得税

② 健康保険料及び厚生年金保険料の被保険者負担分

③ 介護保険料の被保険者負担分

④l雇用保険料の被保険者負担分

⑤l住民税(特別徴収対象者のみ)

⑥l職員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの

(非常時払い)

第6条 団体は各号のいずれかに該当する場合は、第3条の規定にかかわらず、既往の

労働に対する賃金を支給する。

①l職員本人が死亡したとき

②l職員本人が退職し又は解雇されたとき



(基本給 )

第7条

(通勤手当)

第8条  1

(割増賃金)

第9条  1

２

　

３

4

5

③ 職員本人又は配偶者の出産のための費用に当てるため請求があったとき

④l 災害及び負傷疾病等非常の場合の費用に当てるため請求があったとき

⑤l その他、団体がやむを得ないと認めたとき

基本給は時給制とし、本人の能力、経験、技能、年齢、職務内容、職務遂行能力

等を考慮して各人別に決定する。

通勤手当は、公共交通機関を利用して通勤する者に対して、団体が合理的と認め

た経路の6ヶ月分の定期代を、6ヶ月で月割りした金額1ケ月分を支給する。

通勤にかかる実費が、前項の定めによる金額を下回る場合は、実費を支給する。

職員は、引越し等により通勤経路を変更する場合又は運賃改定に伴い定期券代

が変更になった場合、即刻団体に届け出るものとする。

前項の場合、団体は前項の事情が生じた月の翌月からの分について、金額の変

更に基づく定期券代を支給する。

団体が車通勤を認めた場合は、前項までの定めにかかわらず、別途、通勤手当を

支給する。

割増賃金の種類は、次の通りとする。

① 時間外労働割増賃金

② 休日労働割増賃金

③ 深夜労働割増賃金

時間外労働割増賃金は、次の算式により計算して支給する。

① 所定労働時間を超えて法定労働時間まで労働した場合

>残業単価Xl.00× 時間外労働時間数

② 法定労働時間を超えて労働した場合

>残業単価Xl.25× 時間外労働時間数

③ 休日振替により1週間の労働時間が法定労働時間を上回つた場合

>残業単価XO.25× 時間外労働時間数

休日労働割増賃金は、法定休日に労働した場合に、次の算式により計算して支給

する。

>残業単価Xl.35X休日労働時間数

深夜労働割増賃金は、午後10時から午前5時までの間に労働した場合に、次の

算式により計算して支給する。

>残業単価XO.25× 深夜労働時間数

割増賃金の計算にあたつては、1円未満の端数を切り上げる。

2

3

4

5



(休暇等の賃金)

第 10条 1 夏期休暇・年次有給休暇口慶弔休暇を取得した場合は、所定労働時間労働したと

きに支払われる通常の賃金を支給する。

2 産前産後の休業期間、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育

児休業及び介護休業の期間、看護休暇・介護休暇、育児時間、生理日の体暇の

期間は、無給とする。

3 休職期間中は、原則として、賃金を支給しない。

4 就業制限期間中は、原則として、賃金を支給しない。

5 前4項にかかわらず、就業規則に別途定めのある場合には、就業規則に従うもの

とする。

6 休職、産前産後の休業などの長期休業、欠勤等により、その月に支給される賃金

を社会保険料の被保険者負担分が上回つた場合には、上回った金額について、職

員は団体が指定する日までに支払うものとする。

(賃金改定「昇給・降給」)

第 11条   賃金改定は、個人の能カロ勤務状況や団体の業績、社会経済状況などにより、随

時行う。

(休業手当)

第 12条 団体の責に帰すべき事由が生じて休業した場合は、労働基準法第26条により、平

均賃金の6割を支給する。

(賞与)

第 13条 賞与は団体の業績に応じて支給することがある。なお、支給時期、支給額は、団体

の業績、個人の能力、勤務日数・成績口状況等を考慮して、その都度決定する。

附則

この規程は、平成 22年 02月 01

この規程は、平成 25年 07月 01

この規程は、平成 26年 12月 01

この規程は、平成 28年 04月 01

この規程は、平成 30年 04月 01

日より施行する。

日より改正施行する。

日より改正施行する。

日より改正施行する。

日より改正施行する。



書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項を記載した書類

法人名 認定特定非営利活動法人カタリバ 事 業 年 度 令和 2年 9月 1日 ～令和 3年 8月 31日

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動
促進法施行規則第32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

な し

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

正会員受取会費 1,109,000円

賛助会員受取会費 4,831,000円

受取寄付金 1,110,997,209円

受取民間助成金 44,253,334円

受取国庫補助金 0円

人づくりを通じた社会活性化に関する事業収益 618,547円

キャリア学習イベント等活動の企画 。実施事業収益 269,417,162円

災害等により に恵まれない人たちのための、通信教育、
97,448,012円

学習相談その他の教育事業収益

普及啓発事業収益 3,689,450円

受取利息 786円

受取配当金 (西武信用金庫出資配当) 3,000円

為替差益 796,778円

雑収入 (寄付物品の換金による収入等) 1,253,768円

△
口 計 1,534,418,046円

借 入 先 金    額

な し 円

円

円

円

円

∧
日 計 円

(3)その他



2 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ
第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額(税別) 取 引 内 容 .等

93,643,204円 委託事業

53,357,992円 委託事業

51,349,220円 寄附金

44,676,351円 委託事業

33,003,599円 寄附金

(1)収益の生ずる取引の 5者

用の生 る取 |の 5

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ )

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額(税別) 取 引 内 容 等

73,338,592円 業務委託

51,527,775円
社会保険料、労働保険料

(事業主負担分)

30,369,967円 広報 0普及啓発活動

業務委託29,206,576円

広報・普及啓発活動13,275,128円

ョ:′堕ヨνノ|ョ尋1

取引先の氏名等
法人 との

関  係
譲 渡 資 産 の 内 容

譲  渡

年 月 日
譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等

な し 円

円

円

円

円

円

円



ロ

ハ

資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

取 引 先 の 氏 名 等
法人 との

関  係
貸付 資産の内容

付

日月

貸

年
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取 引先 の 氏名 等
法人との

関  係
役務の提供の内容 対 価 の 額(税別) そ の他 の 取 引 条 件 等

(年間) 3,187,800円

雲南市内高校魅力化
コンソーシアム先導
モデル創出事業、カ

タリバヘ委託

カタリバの施設利

用、カタリバヘ業務

委託等

役 務 の提

供 年 月 日

(年間) 8,636,139円

(年間) 13,275,128円 広告業務の代行費

ファン ドレイ

(年間) 5,360,000 FI] ングコンサルティン

グ料

Sdesおrceシステム

利用料
(年間) 1,199,183円

R03.6.25 60,000円 職員研修費

(年間) 1,298,628円

(年間) 4,847,051円

(年間) 4,081,019円

(年間) 3,663,364円

R03.5。 31 7,408円
ノベルティお菓子製

作費

カタリバ大学企運営

費
システム管理業務委

システム管理業務委

託費

キッカケプログラム

の企画・運営委託費



R02.10

R03.6

2,835,504円
オンラインフリース

クル事業運営委託費

(年間) 2,812,890円
。キッカケ ロ

グ ラ

R03.3.25 1,243,437円

オンラインフリース

クール事業アドバイ
ス・調査 。研修費

R02.9

R03.4

1,090,675円
マイプロジェク ト運

営委託費

(年間) 941,437円
女川向学館・カタリ
バオンライン講師料

(年間) 746,096円 女川向学館 講師料

R03.6

R03.8

450,000円
オンラインスクール

運営委託費

R02.9

R03.3

400,525円

ゆるラボ講師料・ル

ールメイキングアド
バイザー費

R02.11

R03.4

タルシティ ン

200,000円 シップに関する講師

料
R02.9

R03.4

130,000円
メルマガ作成・記事

作成料

R03.2.25 100,000円
教育再生実行会議提

言資料作成費

R03.8。 25 95,428円
ルールメイキング
コーディネータ料

R02.9

R02.12

60,000円 オンライン運営費

(年間) 528,887円
ペアレン トメンター

業務委託費

(年間) 425,387円
ペアレン トメンター

業務委託費

(年間) 410,387円
ペアレン トメンター

(年間) 396,787円
ペアレン トメンター

業務委託費

(年間) 366,187円
ペアレン トメンター

業務委託費

(年間) 357,387円
ペアレン トメンター

業務委託費

(年間) 260,332円
ペアレン トメンター

業務委託費

(年間) 259,087円
ペアレン トメンター

業務委託費

(年間) 245,653円
ペアレン トメンター

(年間) 236,687円
ペアレントメンター

業務委託費

(年間) 127,930円
ペアレン トメンター

ペアレン トメンター

業務委託費
(年間) 117,040円



3 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 役員等に対する報酬又は給与の状況 [⑤イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(口 を除く。)、 口 給
与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額]

役員、社員、職員若しくは寄附者若し<はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこ

れらの者と特殊の関係にある者 〈注1)(以下「役員等」という)に対する報酬又は給与の支給につい

て記載して<ださい。

(注 1)「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者

と特殊の関係にある者」とは次の者が該当します。

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族

② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若し

くは三親等以内の親族」から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (口 を除く。)

2 1 の 具体的 します。

ロ び当該職員に る 与

給与を得た職員の総数 左記の職員に対する給与総額

134人 301,269,759円

支 給 金 額職 名
法人との関係

(注 2)
報酬・給与

の区分
支給期間等氏

″
■コ

令和2年9月 1日 ～

令和3年8月 31日
3,000,000円報酬

給与 令和2年9月 1日 ～

令和3年8月 31日
9,000,000円

1,800,000円報酬 令和2年9月 1日 ～

令和3年8月 31日

給与 令和2年9月 1日～

令和3年8月 31日
8,200,000円

夕 ヒヽ
T口

=す
. 令和2年9月 1日 ～

令和3年8月 31日

集計期間 令和2年9月 1日 ～令和3年8月 1日



5 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

6 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び
にその実施 日]

支 出 先 の 名 称 等 住 所    等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

実  施  日 使 途 金   額

な し
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



法人名 認定特定非営利活動法人カタリバ チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ 3分の 1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

(注2)

各欄D人数等lよ 第3表付表1「役員の状況」から転記してください。

③l皮凛〕こついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください.

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

②十③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

(④÷③

① ② ③ ④ ⑤

③ 令和2年 9月 1日 ～令和3年 8月 31日
8人 0人 0% 0人 0%

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人

人

人

% 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

上記を証する書類の名称とその内容等

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条。51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

(注意苺覇D
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第

“

条第1項に基づく書類(役員1輌酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。



第3表 (次葉)

(注意1中0
認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

エ

項
日

［ ③ ⑤ ◎ ③ ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい

⊂至)
はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている

⌒
はい

V
いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

Ω_整当]墨重巳室Ξ区」圏L¨覧壼皿囲■EXL整艶」量生墨2L』國1壼」塾g墾逝出Lヨ樋」日堕玉窒1量」LL_

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有 有・無 有・無 有・無 有 。無 有・無 有・無

ハ

注 意 事 項項    目 記 載 要 領

区分欄の「④引①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

イの各欄

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会貝D第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように講 します。

① 「会計について公議会計士又は監査

法人の監査を受けている」の はOL
に【≧動 」菫墨窒コヨロ堕替奎

生区 K=盪二

② 呻囀自類の備付け、取引の議 及

び熙日詢日●害熊

“

F坤告滋人に準

した塑輩塾こは、__菫 3表付表2 口帳簿組

」目:【[≧lさ :塑:」__:と言:菫1』[1`」杢1」[1=ど:⊆.≦ :」:二:当:

しヽ

じて行つている」の「はしЧ に「o」

ハの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに記載する各期

間 (「①」から「①」)を示したものです。

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「①」から「①」については、イに記載する各期

間 (「④」から「①」)を示したもので九

記載要領の補足

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金澤1の うち、その費途を確i認することができないも

のをいい、法人が名日に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

ｒ

ｉ
ｌ
ｌ
ｉ
‥
‥
‥
―
Ｉ
Ｌ



書式第 8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

法人名
認定特定非営利活動法人

ヵ夕リバ
④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 8人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

氏   名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

④ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申請時
就任・退任

年月日

今村 久美

久保田 克彦

岡本 拓也

酒井 穣

中原 淳

代表

理事

監事

理事

理事

理事

○

○

○

○

○

平成18年 9月 21日就任

平成22年 5月 1日就任

平成22年 5月 3()日 就任

平成23年 3月 13日 就任

平成23年 12月 17日 就任

山内 幸治

中山 龍太郎

鶴賀 康久

理事

監事

理事

○

○

○

平成27年 1月 21日就任

平成28年 10月 30日 就任

平成四年7月 28日就任

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。



法人名 認定特定非営禾1鮮置法人カタリバ

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 南]帳の時期 保存期間

総勘定元帳 会計ソフト (弥生会計)使用

ノレーズリーフ

月 1回 9年

現金出納帳 エクセルブック使用

ルーズリーフ

随時 9年

預金出納帳 エクセルブック使用

ルーズリーフ

毎 日 9年

仕訳日記帳 会計ソフト (弥生会計)使用

ルーズリーフ

月 1回 9年

固定資産台帳 会計ソフト (弥生会計)使用

ルーズリーフ

月 1回 9年

給与台帳 t2ttv) y y'

tv-At)-7
月 1回 9年

書式第 9号 (法第 44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(記載田D
I「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝票」、「出金伝票」、「振替伝漂工 町見金出納帳」、「総勘定元帳」などのように記載します。
, 「左の帳簿等の形態」欄は、「単票」、「ルーズリーフ」、「装T帳簿」などのように記載します。
, 「記帳の時期」欄は、lⅧ時」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。
1認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:瞥短)に配載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



法人名 認定特定非営禾!括動法人カタリバ チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上

であること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

/

ロ

◎ ④ ◎ ① 申請時項
ロ
ロ ③ ⑮

有 。無 有 ・ 無
宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動
有。① 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 。無 有・ 無 有 ・ 無 有 。無 有 。無
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動
有・⑮

有 ・ 無有。① 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職にある

者又は政党を推薦し、支持し、又はこれら

に反対する活動

項
日

Ｈ ③ ⑮ ◎ ④ ◎ ① 申請時

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法

人とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役

員に対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役

員に対する報酬の支給として過大と認められる報酬の支

給その他役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別

の利益の供与の有無

有。① 有。無 有・無 有・無 有・無 有・無 有。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が

当該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過

少と認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支

配する法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の

利益の供与の有無

有。① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有。無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び

事業の運営に関して特別の利益の供与の有無
有。① 有・無 有・無 有・無 有・無 有。無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又

は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄

附の有無

有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有。無

書式第10号 (法第44条。51条。58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初葉)

(涸麟目隅D
口 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第騒条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書桐 に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。



チェック欄法人名 認定特定非営禾1括載法人カタリバ

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に抑ずる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する剰唄:I網ノ嘴諷:0等がある場合には、その細瞑:1体ν朝諷:0等を添付してくださし、

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 停業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登1記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

。 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び演出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

善
=%宥

13号・
(法第44条・51条・58条段諮系)

ェック 5

(注意l郭Q
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要

があります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。



書式第 14号‐
(法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 認定特定非営禾:括動法人カタリバ

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェッタ欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

(注意寺珂D
・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表 )

は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書噸∋ に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェッタ欄

特定非営禾1雁:動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ④ ◎ ①

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又I瀕辱ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

/

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 。① 有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無



書式第 15号 (法第 44条・51条。58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 認定特定非営禾I偏湖法人カタリバ チェック欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人
は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り
た場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等 田 )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しく1灘:じ研党に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 住2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

:=:L:壁 1巴!認l塵!丞
=型

!塾:定の壺:褒l薗:1星ittE:墜:也!」[壺壁:聾1:L_コ整豊艶乙現劃壁豊宣望菫豊1立豊量壁圭艶量猶曇!墾:豊:I:孟」の[4上」並型:

」二塵整笙曇道昼聾輩聾豊盟菫墾童堅望!I[:」塾左望菫!菫二重」受上」」:」:菫

`望

]塑L21:][盗」う」饉」ヨi旦菫:E豊き⊆≧洒菫EL`』」墜]憂と」」L!と菫二:)。

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営禾1雁:ヨ湛人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営禾:括動法人が特例認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定

特定非営利活動法人又は当該特例認定特定非営禾l括戴法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有。①

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から

5年を経過しない者の有無
有。①

特定ブF鋼禾1雁1動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有。①

暴力団の構成員等の有無 有 。(D

2 り消されその取消しの日から5 しない法人 はし レヽ

しヽ
ｎ
０ している法人 はし

4 国税又l灘也方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
はして至壁∋

瀞
議

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上塾4.笙堡乙』ワ1整艶班量量笠
`:」

う菫菫」宣菫」」コL」饉重E型ユ書

.■1笙:笙,国!國1回:馳I口!コI量:堕:望!型!立!型:囚1量!壁:遼位:塑:堂:璽1囲!幽:狙:塁型1墜!ユ!輩!塾:コl量過.L!生__
(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

ltl,\ 65 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

6 次のいずれかに該当する法人

暴力団 ItlrY16l/1?)
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 IrLY.trffi)


